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（仮）ふくしま木造化・木質化建築設計ガイドライン 

作成業務委託 仕様書 

 

第１ 目的 

  この仕様書は、福島県が委託する（仮）ふくしま木造化・木質化建築設計ガ

イドライン作成業務委託を行うために必要な事項を記載し、業務を円滑に遂

行することを目的とする。 
  本業務を受託する事業者（以下「事業者」という。）は契約書に定めるもの

のほか、この仕様書に定めるところにより業務を行うものとする。 

 

第２ 業務の概要 

  「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木造の利用の促

進に関する法律」が施行され、法の対象建築物が公共建築物から建築物一般へ

と拡大した。これに伴い県では、令和４年度に「ふくしま県産材利用推進方針」

及び「ふくしま県産材利用推進計画」の改正等を行い、県有建築物については、

原則として木造化などの木材利用が図られるよう、基本構想等の段階から木

造化・木質化を検討することとした。 

施設の利用特性を踏まえながら、低層建築物を主体に木造化を進めるとと

もに、木造以外の建築物における木質化を着実に進めてきた。今後は、これら

の取組に加え、中大規模建築物の木造化を推進することが必要となっている。

国の「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針（令和３年１０月１

日）」では、計画時点において、コストや技術の面で木造化が困難であるもの

を除き、積極的に木造化を促進するものと定めていることから、県有建築物に

おいても公共建築物としての費用対効果等を見据えながら、適正なコスト等

のもとに木造化・木質化を推進する必要がある。 

  建築物を計画する際には整備方針、基本構想又は基本計画（以下、「基本構

想等」という。）策定段階で施設諸元と概算事業費を算出することにより、施

設の仕様が決まるため、木造化・木質化を実現するためにはこの段階での検討

が非常に重要となる。 
このため、基本構想等の策定段階において、木造化・木質化の可否を適正に

判断し、県有建築物の木造化・木質化を着実に推進するための（仮）ふくしま

木造化・木質化建築設計ガイドラインを作成する。 

 

第３ 業務委託の内容 

次の項目について、データ収集・採用データの検討、コスト比較、各種シミ
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ュレーション及びチェックリストの作成等を行いながら、「（仮）ふくしま木造

化・木質化建築設計ガイドライン」を取りまとめるための資料を作成する。 
作業イメージ及び役割分担については、各々、別添の「（仮）ふくしま木造

化・木質化建築設計ガイドライン（補足資料）」と「（仮）ふくしま木造化・木

質化建築設計ガイドライン作成業務委託（分担表）」のとおりとする。 

  １．背景や現状 
  （１）中大規模木造建築物の動向 
    ・全国の動向、福島県の状況等。県内の事例など。 
 （２）木造化・木質化のメリット・意義等 

    ・木造、Ｓ造及びＲＣ造の長所・短所等の比較 
（３）県内の製材・木質材料の流通の概況 

    ・県内で生産される主たる規格流通材（樹種、等級、長さ、断面、強度、

ヤング係数、標準的な歩留り、ストック量、相場等）の概況 
・県外で生産されたものも含めた県内での木材流通の概況 

２．課題の抽出・整理 
    中大規模県有建築物の木造化・木質化を推進する際の川上から川下に 

至る各々の課題を抽出し、体系化・整理する。 

このうち、 

     ①基本構想等の策定段階で木造化・木質化の可否を判断する際のポ  

イント 

②公共建築物における木造化・木質化に係るコスト縮減の考え方 

（構法選定、材料選定、コストや供給に係る地域特性など） 

③木造化・木質化の推進を阻害している要因等 

     ④意匠・材料・ウェルネス等も踏まえた標準的な木質化の在り方 

     ⑤木材の使用量とＣＯ２削減効果の見える化 

     ⑥基本・実施設計で設計者が留意すべき事項 

    に関連するものについて重点的に体系化・整理する。 
３．木造化・木質化に係る概算コストの検証や判断指標等の作成 
（１）学校及び庁舎における木造とＲＣ造の概算コストシミュレーション 

    【考え方のイメージ】 
    中大規模建築物（３階以下の非住宅用途、４階以上の建築物）において 

※学校で○階、○㎡未満であれば、ＲＣ造に比べコストに遜色がないこ 
とから、基本構想等の策定段階において木造化・木質化を決定する。 

※庁舎では○階、○㎡以上であれば木造化のコストがＲＣ造のコスト 
 を概ね○％上回るが、基本構想等の策定段階において施策としての 
方向性や木材利用の付加価値等を踏まえながら、木造化・木質化する 
か否か十分に検討した上でその可否を判断する。又は基本設計の中 
で詳細を検討していく。 

     などの視点から、「例えば、福島県がこれまでに建設・設計等を行っ 
た学校・庁舎のデータ等を参考にしながら、準耐火建築物として建築が 
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可能な最大規模と最小規模のモデル設計等により概算コストの算出を 
行う。」 
などにより、基本構想等の策定段階において木造化・木質化の可否を判 
断するための指標等を作成する。 

  （２）県有建築物の木質化の標準パターンの整理・概算コストの算出 
    【考え方のイメージ】 

※天井の○％以上をスギ、壁の○％以上をカラマツ、床の○％以上を複

合フローリングとするなど、意匠性、肌触り感、維持管理性及び木質

化によるウェルネス等を考慮しながら、効率的でコスト性にも優れ

た木質化の標準パターンを提示の上、本県の木質化の定義として（仮）

ふくしま木造化・木質化建築設計ガイドライン作成検討会において

整理する。あわせて、定義として整理した木質化の標準パターンに係

る部位毎の概算施工コストも算出する。 
４．事業化の検討フロー・チェックリスト等【県の関係部局向け】の作成 

「３．木造化・木質化に係る概算コストの検証や判断指標等の作成」   

の結果を反映しながら、基本構想等段階において木造化・木質化の可否を

判断するためのコスト・技術面等に係る指標を整理し、施設管理部局、林

業振興部局、営繕部局及び財政部局が考え方を共有しつつ、木造化・木質

化の実現に向け検討を行い、その可否の判断に資する検討フロー・チェッ

クリスト等を作成する。 
   【考え方のイメージ】 

①用途での判断例 
警察署 → 木造化：不適、木質化：相談室、廊下 

②規模での判断例 

２階建て 1,000 ㎡ → 木造化：適 

③規模・概算事業費（コスト）での判断例 

２階建て 3,000 ㎡で RC 造と比較してコストが１割程度高くなる 

→ 木造化：基本構想段階で施策としての方向性や木材利用の付加

価値等を踏まえ、入念に検討の上、可否を判断 

④規模での判断例 

４階建て 8,000 ㎡ → 木造化：不適、木質化：実施設計で検討 

⑤概算事業費（コスト）での判断例 

２階建て 4,000 ㎡でＲＣ造と比較して 1.5 倍 

→ 木造化：不適又は平面計画上許容されるものは分棟化で対応 

５．木造化・木質化によるＣＯ２の貯蔵効果の見える化 
３．（１）のモデル設計等における木材等の概算数量をもとに、「建築物 

に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン（令和３

年１０月１日）」を用いて、学校及び庁舎における炭素貯蔵量（ＣＯ２換

算量）の目安を作成し、一定の規模毎に見える化を図る。 
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  ６．その他参考資料の収集・整理     
    木造化・木質化に係る補助金・交付金等の整理・一覧化等 
  ７．（仮）ふくしま木造化・木質化建築設計ガイドライン検討会の開催 
    木造建築に関する専門知識を有する学識経験者、県内建築関係団体、林

業関係団体及び庁内関係各課で（仮）ふくしま木造化・木質化建築設計ガ

イドライン検討会を設置し、ガイドラインの構成及び今後必要とされる

取組等について検討する。 
     ・開催回数  全３回 
     ・開催場所  福島県内（原則：福島市内） 
     ・構  成  以下を参考とする（報償費・旅費等は別途） 

学識経験者（建築） ２名 
              〃  （林業） １名 
            木造建築関連事業者 ３名 
 （１）検討会の運営 

開催日程調整、会場設営、司会進行、資料・議事録の作成、その他検討

会運営に係る事務 
 

第４ 実施内容の協議 

  事業者は、以下の時点において、内容について県と協議を行い、確認を受け

ること。 
  １．実施計画書の提出時 
  ２．各検討会の開催前 
  ３．（仮）ふくしま木造化・木質化建築設計ガイドラインの素案が完成した

とき 
  ４．業務委託報告書を作成したとき 
  ５．その他、県又は事業者が必要と認めるとき 
 

第５ 成果品の提出 

事業者は、本業務委託を完了した場合には、下記の書類を完了報告とともに

県に提出するものとする。 
１．提出書類  

（１）業務委託報告書  印刷物１部 電子媒体（ＣＤ-ＲＯＭ）１部 

（２）（仮）ふくしま木造化・木質化建築設計ガイドライン 

     印刷物１部 電子媒体（ＣＤ-ＲＯＭ）１部 

２．成果品の管理と帰属 
    成果品の管理及び帰属は全て県とし、事業者は、県の承諾を受けずに、

成果品の公表及び貸与をしてはならない。また、本業務により知り得た情

報について外部に漏らしてはならない。 
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第６ その他 

  県は、本業務の期間において、事業者との間で随時打合せを行うことができ

るものとする。 
  その他必要な事項については、その都度県と事業者が協議の上、定めるもの

とする。 
  本業務の（仮）ふくしま木造化・木質化建築設計ガイドラインは令和５年２

月２８日（火）までに県に提出するものとする。 
 

 

 

 

 

○建築設計ガイドライン検討会メンバー（案） 

No. 
属

性 
職種等 分野 案 

１ 

有
識
者 

大学教授・准教授 
建築 

（計画・意匠） 
日本大学工学部 
教授 浦部 智義 

２ 大学教授・准教授 
建築 

（構造・材料） 

秋田県立大学システム科

学技術学部 
教授 板垣 直行 

３ 大学教授・准教授 
林業 

（林産） 

国立研究開発法人森林研

究・整備機構 森林総合

研究所 
チーム長 青井 秀樹 

４ 

実
務
者 

建築設計関係団体からの

推薦者 
建築 

（設計） 予定 

５ 
建設関係団体からの推薦

者 
建築 

（施工） 予定 

６ 
木材関係団体からの推薦

者 
林業 

（加工） 予定 

７ 

行

政 

土木部次長（建築担当） 
建築 

（行政）  

８ 林業振興課長 
林業 

（行政）  

９ 営繕課長 
建築 

（行政）  

※必要に応じて、関係団体、関係課から意見を求めることができる。 
＜座 長＞ 土木部次長（建築担当） 
＜事務局＞ 営繕課・林業振興課・委託業者 


